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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アルコールの摂取に伴う各種の副作用を防止・改善することを可能とするアルコ
ール代謝促進組成物の提供。
【解決手段】大豆タンパク又は大豆タンパク加水分解物から選ばれる少なくとも１種類と
コエンザイムＱ１０を共に含む組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コエンザイムＱ１０を含むアルコール代謝促進組成物
【請求項２】
大豆タンパクまたは大豆タンパク加水分解物から選ばれる少なくとも１種類とコエンザイ
ムＱ１０を共に含む請求項１記載のアルコール代謝促進組成物。
【請求項３】
配合割合が質量比で大豆タンパクまたは大豆タンパク加水分解物が５から９９．９、コエ
ンザイムＱ１０が０．１から９０である請求項２に記載のアルコール代謝促進組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はアルコール代謝促進組成物に関する。より詳細には、飲酒により摂取されたアル
コールの代謝を促進し、悪酔い、二日酔いなどの症状を予防・緩和し得るアルコール代謝
促進組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
アルコール（エタノール）飲料による酔いは、その中に含まれているアルコールによるも
のである。胃や小腸で体内に吸収されたアルコールは、血液の流れに乗って脳に達し、脳
の中枢神経に対して働きかけ、脳の働きを麻痺させ気分をリラックスさせる。アルコール
は肝臓に取り込まれると、アルコール脱水素酵素（以下、ＡＤＨと記す）の働きによって
酸化され、アセトアルデヒドに変換される。一部のアルコールはミクロソームのエタノー
ル酸化系（ＭＥＯＳ）やペルオキシソームに存在するカタラーゼによってもアセトアルデ
ヒドへと酸化される。アセトアルデヒドは更にアルデヒド脱水素酵素(以下、ＡＬＤＨと
記す）の働きによって酢酸に変換される。
しかし、アルコールの代謝生成物であるアセトアルデヒドが十分に代謝されないでそのま
ま体内に残留していると、皮膚紅潮、熱感、動悖、頻脈、頭痛、吐気、口臭、尿臭などの
悪酔いの症状を呈する。
【０００３】
大量かつ長期間の飲酒は、脂肪肝や肝硬変、又は痛風などの疾病をもたらす。上述したよ
うに、アルコールはＡＤＨの働きによって酸化されてアセトアルデヒドになるが、この際
ＮＡＤがＮＡＤＨに変換されるので、[ＮＡＤＨ]／[ＮＡＤ]の比が上昇する。この上昇は
、リンゴ酸⇔オキザロ酢酸の平衡関係を崩し、クエン酸回路の活性を減少させる。クエン
酸回路の活性の減少は脂肪酸の酸化を抑制するので、脂肪酸はエステル化されてトリグリ
セライドとなる。アルコールの酸化は、アセチルＣｏＡからの脂肪合成及びコレステロー
ル合成も促進する。このような生体反応が脂肪肝や肝硬変の発生に関与していると考えら
れている。
また、[ＮＡＤＨ]／[ＮＡＤ]の比の上昇は、[乳酸]／[ピルビン酸]の比を上昇させるので
、高乳酸血症を生じると共に、腎臓からの尿酸の排泄能を減じる。このような生体反応が
痛風の発生に関与していると考えられている。
【０００４】
アルコール飲料（例えば、清酒、焼酎、ワイン、ビール、ウイスキー、ウオッカ、乳酒な
ど）は古代から各民族が世界各地で育て上げてきた食品であり、文化、儀式、宗教などと
深く関わってきた。さらに、適量の飲酒は、食欲の増進、血管平滑筋の弛緩とそれに伴う
血流の増加など、肉体的な健康の維持・増進にも寄与し、気分転換、リラックス、歓談や
円滑なコミュニケーション等を可能にするなど、精神的、社会的な健全性の維持・増進に
も寄与している。日本人をはじめとするモンゴロイドでは、遺伝的にＡＬＤＨの欠損（タ
イプＩ）が約５０％の人々にみられ、この酵素の欠損者におけるアルコール摂取後の血中
アセトアルデヒド濃度は、この酵素を欠損していない人と比べて、著しく高い（約１７倍
）ことが観察されている。



(3) JP 2012-219087 A 2012.11.12

10

20

30

40

50

【０００５】
健常又は通常の社会生活を送れる健康を保持しているものの、上述のような遺伝的背景か
ら、生まれつきアルコール耐性の弱い人や、通常のアルコール耐性を保有しているものの
、酒酔いから覚醒するための期間又は肝臓がアルコールを解毒するのに必要な期間を休養
時間として確保する事のできない多忙な現代人は、飲酒のもたらす利点、即ち、肉体的、
精神的、社会的な健全性の維持・向上を十分に享受することはできなかった。
【０００６】
コエンザイムＱ１０（以下、ＣｏＱ１０と記す）はベンゾキノン誘導体であり、ミトコン
ドリア、リソゾーム、ゴルジ体、ミクロソーム、ペルオキシソーム、或いは細胞膜等に局
在し、電子伝達系の構成成分としてＡＴＰ産生賦活、生体内での抗酸化作用、膜安定化に
関与している事が知られている、生体の機能維持に必要不可欠な物質である。これらは、
食事によって補給される一方、生体内でも生合成されているが、生体内での含量は加齢や
生体が受ける種々のストレスにより顕著に減少することが知られている。
更に、激しい運動や過労時等、生体内で過酸化物が生成しやすい条件下においても、組織
内濃度の減少が推定されている。生体内ＣｏＱ１０含量の低下は、その特性上、ＡＴＰ産
生力の減退、心機能の減退、酸化ストレスに対する抵抗性の減退、生体膜の不安定化をも
たらし、健康上好ましくない。従って、不足しているＣｏＱ１０を補給することは、ミト
コンドリアでのエネルギー産生促進及び生体の抗酸化能を向上し、恒常性を維持するため
に有益である。
【０００７】
このＣｏＱ１０を使用し、アルコール代謝を上げることが提案されている（例えば特許文
献１，２）。しかしながら、ＣｏＱ１０は脂溶性であることから、吸収性に劣り、その機
能を十分に果たすことができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００７－５２２２５号公報
【特許文献２】特開２００７－２０４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明の課題は、アルコールの摂取に伴う各種の副作用を防止・改善することを可能とす
るアルコール代謝促進組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、以下に示す項目によって解決でき
ることを見出した。
〔１〕コエンザイムＱ１０を含むアルコール代謝促進組成物
〔２〕大豆タンパクまたは大豆タンパク加水分解物から選ばれる少なくとも１種類とコエ
ンザイムＱ１０を共に含むアルコール代謝促進組成物。
〔３〕配合割合が質量比で大豆タンパクまたは大豆タンパク加水分解物が５から９９．９
、コエンザイムＱ１０が０．１から９０である〔２〕に記載のアルコール代謝促進組成物
。
【発明の効果】
【００１１】
本発明により、アルコールに伴う副作用の低減を行うことを可能とした。また、簡便にＣ
ｏＱ１０の生体吸収性を高めることを可能とすると共に、栄養学上の優れた特性を活かし
たアルコール代謝促進組成物を提供することが可能とした。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】ＣｏＱ１０摂取によるアルコール代謝への影響
【図２】ＣｏＱ１０摂取によるアルデヒド代謝への影響
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明では、安全性が高く、しかも簡便かつ経済的に少量の添加量でアルコール代謝の改
善を高めることができるＣｏＱ１０を含む組成物に関するものである。より好ましくは、
大豆タンパク又はその加水分解物とＣｏＱ１０を含むことを特徴とする。
【００１４】
本発明で使用するＣｏＱ１０は一般式（１）で示される酸化型又は還元型どちらでも使用
できる。その合成は有機合成、発酵法どちらでも構わない。
【化１】

【００１５】
本発明では大豆タンパクやその加水分解物を使用する。これらは大豆から製造され、製造
方法は特に限定されない。製造方法の例としては、脱脂してある大豆から希アルカリ溶液
（ｐＨ８～９）でタンパク質を抽出後、不溶成分を遠心分離によって沈殿したタンパク質
を回収し、水洗後水に懸濁して噴霧乾燥することによって得られる。またはアルカリ抽出
後、酸添加して可溶分を除きアルカリ中和することによっても得られる。またはアルコー
ル洗浄した後、酵素分解することによっても得ることができる。
当然、脱脂していない大豆も原料として使用できる。使用する大豆タンパクやその加水分
解物に含まれるたんぱく含有量は４０％以上が好ましく、より好ましくは５５％以上であ
る。
【００１６】
大豆タンパクやその加水分解物は市販しており、それらを使用することができる。例えば
不二製油社製のソヤサワー、ハイニュートシリーズ、フジプロシリーズ、サンラバーシリ
ーズ、プロリーナシリーズ、日清オイリオ社製のニューソイミー、ニューコミテックス、
プロコン、ソルピー、ソーヤフラワー、アルファープラス等が販売されており、容易に使
用することが出来る。
【００１７】
ＣｏＱ１０と大豆タンパクやその加水分解物を混合する場合、粉末でＣｏＱ１０と大豆タ
ンパクやその加水分解物と混合して作ることができる。大豆タンパクやその加水分解物は
水やアルコールに均一の分散を作りやすく、これらを用いて混合してもよい。
配合割合は、質量比で大豆タンパクやその加水分解物が５から９９．９、コエンザイムＱ
１０が０．１から９０となるように混合することが好ましい。
【００１８】
調製方法は特に規定されないが、ＣｏＱ１０の融点が７０℃付近であることから、混合の
際に過度の熱がかからない方法が好ましい。例えばー２０から７０℃で行うのが好ましい
。
【００１９】
　ＣｏＱ１０と大豆由来粉の粉体の大きさはどの種類でも０．１から５００μmが好まし
く、より好ましくは５μmから３００μｍである。
【００２０】
　本発明で得られるアルコール代謝促進組成物の投与剤形は、特に制限されず、使用する
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用途により適宜選択することができる。
本発明のアルコール代謝促進組成物は、ヒト用又は動物用として、食品、機能性食品、医
薬品または医薬部外品として使用することができる。
【００２１】
ここでいう機能性食品とは、健康食品、栄養補助食品、栄養機能食品、栄養保険食品等、
健康の維持あるいは食事にかわり栄養補給の目的で摂取する食品を意味している。具体的
な形態としてはカプセル剤、タブレット、チュアブル、錠剤、ドリンク剤等が挙げられる
が、これらに限定されるものではない。
【００２２】
機能性食品として製品化する場合には、食品に用いられる添加剤、例えば甘味料、着色料
、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防菌防黴剤、ガムベース、苦味料
、酵素、光沢剤、酸味料、調味料、乳化剤、強化剤、製造用剤、香料、香辛料抽出物等を
用いることができる。
より一般的には通常の食品、例えば味噌、醤油、インスタントみそ汁、ラーメン、焼きそ
ば、カレー、コーンスープ、マーボードーフ、マーボーなす、パスタソース、プリン、ケ
ーキ、パン等に加えることも可能である。
【００２３】
　製剤は、ＣｏＱ１０を少なくとも含む組成物からなり、より好ましくはＣｏＱ１０と大
豆由来の粉体とを含む組成物よりなるが、さらに任意の有効成分を含有していてもよい。
それら製剤は、医薬、食品として許容される一種またはそれ以上の加工用の担体と共に混
合し、製剤学の技術分野において公知の任意の方法により製造される。
【実施例】
【００２４】
以下に実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例
及び比較例のみに限定されるものではない。
【００２５】
組成物の作製
参考例１　
ＣｏＱ１０粉末（三菱瓦斯化学製）８０g、大豆タンパク加水分解物（日清オイリオ社製
）２０ｇをポリ袋に入れて混合した。これをＢｉｏＱ１０ＳＡとする。
【００２６】
ラットを使ったＣｏＱ１０の吸収性試験
実施例１，２
実験方法　摂餌方法
　８週齢のＳＤ系ラット（オス、一群３匹、体重２５０～３００ｇ）に対し、ＣｏＱ１０
量として１００ｍｇ／ｋｇラット重となるように経口的に強制摂取させた後、投与３時間
後に尾静脈よりヘパリン加真空採血管を用いて採血し、血漿を分離した。
血中ＣｏＱ１０量の測定
　得られた血漿を１ｍｌ分取し、血漿中のＣｏＱ１０の全量が酸化型になるように、２％
ＦｅＣｌ３－エタノール溶液を２．５ｍｌ加えて混合し、還元型ＣｏＱ１０を酸化型Ｃｏ
Ｑ１０に変換した。次いで、ヘキサンを５ｍｌ加えて激しく混合し、血漿中の酸化型Ｃｏ
Ｑ１０を抽出した後、遠心分離し、ヘキサン層を別の試験管に採取した。この操作を３回
繰り返し得られたヘキサン抽出液１５ｍｌをエバポレーターにて減圧濃縮（１０～１００
ｔｏｒｒ）し、その後、イソプロパノールを０．２ｍｌ加えて溶解した。得られたイソプ
ロパノール溶液０．２ｍｌを、下記の条件でＨＰＬＣにより分析し、血漿１ｍｌ中の濃度
を算出した。結果を表１に示す。
ＨＰＬＣ分析条件：
カラム；ＹＭＣ　ＰＡＣＫ　ＯＤＳ－Ａ、移動相；メタノール：ヘキサン＝４：１（Ｖ：
Ｖ）、検出波長；２７５ｎｍ、流速；１．０ｍｌ／ｍｉｎ、カラム温度３０℃
上記の参考例１で作製したＢｉｏＱ１０ＳＡ、通常のＣｏＱ１０について、ラットにおけ
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る吸収性試験を行った結果（二匹の平均値）を表１に示す。
【表１】

ＢｉｏＱ１０ＳＡを使用することで吸収性が向上していることが分かる。
【００２７】
アルコール代謝に関する実験
実施例３、４，比較例１
《被験者事前スクリーニング》試験実施一ヶ月以内に健康診断を医療機関で受診し、アル
コール摂取試験に参加し、問題ない健康状態であることを確認する
実施例３：ＢｉｏＱ１０ＳＡ　１２５ｍｇ/Ｄａｙ　３週間継続摂取
実施例４：ＣｏＱ１０　１００ｍｇ/Ｄａｙ　３週間継続摂取
比較例１：未摂取
《被験者数》５名年齢が２０歳以上７５歳以下の男女
《アルコール代謝能測定》
体重１ｋｇあたり２ｍｌの２５％の焼酎(いいちこ)を同量の水で割ったものを１０分以内
に飲み、血中アルコール濃度と血中アセトアルデヒド濃度の変化を確認した。表２，３、
図１，２に結果を示す。図中において、◆は比較例１、■は実施例４、▲は実施例３の結
果を示す。
【表２】

血中アルコール濃度（ｍｇ／ｍｌ）
【表３】

血中アルデヒド濃度（ｍｇ／ｍｌ）
本発明のＣｏＱ１０組成物を使用することで、飲酒後の血中アルコールの濃度、アセトア
ルデヒド濃度共に低くすることができ、代謝を上げることが可能となったことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
本発明のアルコール代謝促進組成物は、ヒト用又は動物用として、食品、機能性食品、医
薬品または医薬部外品として使用することができる。
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【図１】

【図２】
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